
所管課

【長期総合計画体系】

１　補助の目的

２　成果指標

３　補助対象事業・補助対象者

４　補助対象（外）経費

５　補助率・補助限度額、積算根拠

６　補助期間（期間終了後の継続及び終了の判断は、必要性や成果等の検証により行う）

該当例規等
家庭支援推進保育事業実施要綱
糸島市社会福祉法人の助成に関する条例、同条例施行規則

　日常生活における基本的な習慣や態度のかん養等について、家庭環境に対する配慮など保育
を行う上で特に配慮が必要とされる児童が多数入所している保育所に対し、保育士の加配を行
うことで児童の処遇の向上を図ることを目的とする。

成果指標：対象児童毎の家庭支援計画に基づき保育している児童の割合
目標値：100％（平成29年度)→100％（平成32年度）

【補助対象事業】
　家庭支援推進保育事業
【補助対象者】
　家庭環境に対する配慮など保育を行ううえで特に配慮が必要とされる児童を概ね40％以上受
け入れている保育所

基本目標２＿子どもが健やかに育つまちづくり

政策１＿子育て支援の充実

施策②＿保育などのサービスの充実を図る

糸島市補助金設計書

補助金名称

区分

家庭支援推進保育事業補助金

⑥国県制度事業補助

子ども課

平成３２年度まで

　国1/2、市1/2

【補助対象経費】
　家庭支援推進保育事業を実施するうえで必要な経費


